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  ※ 受講により障害福祉サービス事業所等によっては,就業 
        
         要件や報酬の加算請求が可能となる。 
 
     （※ 経験年数にかかわらず、必要に応じ受講可） 
 

     
   ・同行援護従業者養成研修（一般・応用） 
                                        
   ・行動援護従業者養成研修 
   
   ・強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践） 
 
   ・重度訪問介護従業者養成研修（統合過程）                     
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障害福祉サービス等従事者基礎研修 
（事業者研修） 

 
 ※主に新任者対象 
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